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(57)【要約】
　
【解決手段】本発明は、建造物のコーナー部分に設置さ
れる出隅用の土台水切で、覆設用土台水切と覆設用土台
水切とを重ね合わせるように組み合わせて覆設すること
を特徴とする。また、組み合わせた２コーナー用組み合
わせ土台水切ともう１つの２コーナー用組み合わせ土台
水切とを組み合わせて４コーナー用組み合わせ土台水切
とすることを特徴とする。
【効果】重ね合わせて組み合しているので、覆設用土台
水切と被覆設用土台水切とをスライドさせれば伸縮自在
となり、建造物の張り出し部分や柱部分の寸法に柔軟に
対応することができる。
また、同じような形状の土台水切を重ね合わしてるので
、伸縮したときにも見栄えがよい。
【選択図】　　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建造物のコーナー部分に設置され、基台と立ち上がり面からなる出隅用の土台水切であ
って、
　被覆設用土台水切に覆設用土台水切を覆設して組み合わせるものであり、
　前記被覆設用土台水切と覆設用土台水切の基台は、前面と、その上側に平面、その下側
に底面からなる断面コの字状であり、この基台が互いに直交する方向と、両者間に位置し
ていて面取りされた角部分を有するものであり、
　少なくとも被覆設用土台水切の基台の前面は、覆設用土台水切の基台の前面に比して低
く形成されることを特徴とする２コーナー用の組み合わせ土台水切。
【請求項２】
　建造物のコーナー部分に設置され、基台と立ち上がり面からなる出隅用の土台水切であ
って、
　被覆設用土台水切に覆設用土台水切を覆設して組み合わせるものであり、
　前記被覆設用土台水切と覆設用土台水切の基台は、前面と、その上側に平面、その下側
に底面からなる断面コの字状であり、この基台が互いに直交する方向と、両者間に位置し
ていて面取りされた角部分を有するものであり、
　少なくとも被覆設用土台水切の基台の前面は、覆設用土台水切の基台の前面に比して低
く形成される２コーナー用組み合わせ土台水切と、
　さらに、前記２コーナー用組み合わせ土台水切と同じもう一つの２コーナー用組み合わ
せ土台水切を、組み合わせたものであって、
　互いの被覆設用土台水切に対して、互いの覆設用土台水切を覆設して、前記２つの２コ
ーナー用組み合わせ土台水切を組み合わせることを特徴とする４コーナー用の組み合わせ
土台水切。
【請求項３】
　被覆設用土台水切の基台と立ち上がり面の長手方向の長さが覆設用土台水切の基台と立
ち上がり面よりも長く形成されていることを特徴とする請求項1または２のいずれかに記
載の組み合わせ土台水切。
【請求項４】
　被覆設用土台水切の立ち上がり面は覆設用土台水切の立ち上がり面より高く形成されて
おり、被覆設用土台水切に覆設用土台水切を覆設したときに、両者の立ち上がり面の高さ
が同じとなることを特徴とする請求項１、２または３に記載の組み合わせ土台水切。
【請求項５】
　覆設用土台水切の立ち上がり面の上辺と基台の底面の奥端縁部とを延長して折り返す係
合部を有し、この係合部の両側方は開放されていることを特徴とする請求項１、２、３ま
たは４のいずれかに記載の組み合わせ土台水切。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建造物の基礎と土台との間に雨水などが侵入することを防止するための土台
水切であって、特に建造物のコーナー部分に設置するための出隅用の土台水切に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建造物のコーナー部分に設置する出隅用の土台水切であって、角が面取りしてあ
るものが提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載された土台水切は１つのコーナーに取り付ける場合には問題はないが
、建築物の一定幅の張り出し部分に取り付ける場合には、２つのコーナーに取り付けなけ
ればならないので、問題が出てくる。
　例えば、図１１に示すように、２コーナー用の２つの出隅用土台水切を一つの部材であ
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る土台水切２０１として成型するものがあるが、この場合には、張り出し部分の幅に応じ
て、逐一、設計を変更しなければならず、製造上問題がある。
　また、図１２に示すように、１コーナー用土台水切２０３を両コーナーに設置し、２つ
の出隅用土台水切の間につなぎ合わせ部材２０４を配置する土台水切２０２もある。この
場合においても、つなぎ合わせ部材２０４と出隅用土台水切との間に大きな段差が生じ、
見栄えが悪い。
　さらに、張り出し部分だけでなく、柱などに取り付ける場合には、４つのコーナーにそ
れぞれ出隅用土台水切を取り付ける必要があり、上記の場合と同様に設計変更や見栄えの
問題がある。
【０００４】
【特許文献１】特願２００７－２２０９６７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明の２コーナー用及び４コーナー用組み合わせ土台水切は、建造物の張り
出し部分など２コーナーに設置する場合のみならず、柱など４コーナーに設置する場合に
おいても、被設置場所の寸法に柔軟に対応できるように伸縮自在になっており、見栄えも
よいものを提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の組み合わせ土台水切は、建造物のコーナー部分に設置され、基台と立ち上がり
面からなる出隅用の土台水切であって、被覆設用土台水切に覆設用土台水切を覆設して組
み合わせるものであり、前記被覆設用土台水切と覆設用土台水切の基台は、前面と、その
上側に平面、その下側に底面からなる断面コの字状であり、この基台が互いに直交する方
向と、両者間に位置していて面取りされた角部分を有するものであり、少なくとも被覆設
用土台水切の基台の前面は、覆設用土台水切の基台の前面に比して低く形成される２コー
ナー用の組み合わせ土台水切である。
【０００７】
　また、建造物のコーナー部分に設置され、基台と立ち上がり面からなる出隅用の土台水
切であって、被覆設用土台水切に覆設用土台水切を覆設して組み合わせるものであり、前
記被覆設用土台水切と覆設用土台水切の基台は、前面と、その上側に平面、その下側に底
面からなる断面コの字状であり、この基台が互いに直交する方向と、両者間に位置してい
て面取りされた角部分を有するものであり、少なくとも被覆設用土台水切の基台の前面は
、覆設用土台水切の基台の前面に比して低く形成される２コーナー用組み合わせ土台水切
と、さらに、前記２コーナー用組み合わせ土台水切と同じもう一つの２コーナー用組み合
わせ土台水切を、組み合わせたものであって、互いの被覆設用土台水切に対して、互いの
覆設用土台水切を覆設して、前記２つの２コーナー用組み合わせ土台水切を組み合わせる
４コーナー用の組み合わせ土台水切である。
【０００８】
　また、被覆設用土台水切の基台と立ち上がり面の長手方向の長さが覆設用土台水切の基
台と立ち上がり面よりも長く形成されていることが好ましい。
【０００９】
　また、被覆設用土台水切の立ち上がり面は覆設用土台水切の立ち上がり面より高く形成
されており、被覆設用土台水切に覆設用土台水切を覆設したときに、両者の立ち上がり面
の高さが同じとなることが好ましい。
【００１０】
　また、覆設用土台水切の立ち上がり面の上辺と基台の底面の奥端縁部とを延長して折り
返す係合部を有し、この係合部の両側方は開放されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
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　請求項１にかかる２コーナー用の組み合わせ土台水切は、被覆設用土台水切の基台の前
面が短くなっているので、覆設用土台水切を覆設して組み合わせることが可能になる。こ
れにより、被覆設用土台水切と覆設用土台水切とをスライドさせて伸縮自在とすることが
できる。
　また、同じような形状の被覆設用土台水切と覆設用土台水切を重ね合わせて組み合して
いるので、外観的にも違和感なく、見栄えがよい。
【００１２】
　また、請求項２にかかる４コーナー用組み合わせ土台水切は、２つの２コーナー用土台
水切を対向させて組み合わせるものであり、各々の被覆設用土台水切に覆設用土台水切を
覆設して組み合わせることができる。これにより、建造物の柱などの４コーナーに必要と
なる場合であっても、その寸法に柔軟に対応することができ、見栄えがよい。
　それに、同じ２コーナー用土台水切を使用することができるので、製造コストを下げる
ことができる。
【００１３】
　また、請求項３にかかる組み合わせ土台水切は、被覆設用土台水切の基台と立ち上がり
面の長手方向の長さ分だけ伸縮自在とすることができる。これにより、建造物の張り出し
部分の長さに柔軟に対応することができ、より長い範囲の伸縮が可能となる。
【００１４】
　また、請求項４にかかる組み合わせ土台水切は、被覆設用土台水切と覆設用土台水切の
立ち上がり面が同じ高さとなっているので、外観上違和感なく、見栄えがよい。
【００１５】
　また、請求項５にかかる組み合わせ土台水切は、係合部により被覆設用土台水切と覆設
用土台水切との組み合わせ状態で係合されるのみならず、係合部は両側方が開放されてい
るので、スライドさせて伸縮自在とすることに支障がない。
　また、主として住宅用に使用される部材は施工者が容易に施工できるものが求められて
いるところ、本発明の組み合わせ土台水切は２コーナー用に組み合わされた状態で施工者
に届けられるので、搬送時に組み合わせ状態が外れることなく、そのままの状態で施工者
が使用することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の実施の一例を図面に沿って詳細に説明する。
　図１、２は、覆設用土台水切１、被覆設用土台水切２を表わし、図３～５は、覆設用土
台水切１を展開した状態と組み合わせる状態を順に示し、図６～９は覆設用土台水切１と
被覆設用土台水切２とを重ね合わせるように組み合わせて、覆設する状態を示し、図１０
は土台水切１０１を設置箇所に取り付ける状況を示したものである。なお、図１１、１２
は従来例を示す。
【００１７】
　図１０に示すように、土台水切１０１は建造物の基礎と土台１０３との間に雨水などが
侵入することを防ぎ、床下の湿気などから土台が腐ることを防止するために設置するもの
である。
　水切本体１０２は建造物の基礎と土台１０３との間に設置し、通常は水切本体１０２の
重ねしろ部分１０４を土台１０３の表面に設置される壁材に重ね合わせ、水切本体１０２
に土台水切１０１を取り付ける。本実施例にかかる土台水切は、特に建築物のコーナー部
分に設置する出隅用である。土台水切１は、通常の土台水切１０１がコーナー位置にまで
設置されている状態で、図１０の矢印線Z、Zに示すように、そのコーナー部分で水切本体
１０２に重ねて嵌め込むように設置される。
【００１８】
　図１に示す覆設用土台水切１と図２に示す被覆設用土台水切２は、いずれも展開した状
態で製造され、図３、図４の状態を経て図５に示すように使用者や施工者がコーナー部分
に嵌め込むときに折りたたんで使用できる状態にする。そして、図６、７に示すように、
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覆設用土台水切１と被覆設用土台水切２を組み合わせて、２コーナー用の土台水切とし、
各土台水切間を伸縮自在とし、コーナー間の長さに柔軟に対応させることができる。そし
て、図８の状態を経て、図９に示すように、２つの２コーナー用の土台水切を組み合わせ
ることにより、４コーナー用の土台水切にすることができる。この場合においても、２コ
ーナー用の場合と同様に伸縮自在とすることができる。
【００１９】
　図１に例示した覆設用土台水切１は、基台１２ａ、１２ｂと立ち上がり面１３ａ、１３
ｂとを有している。基台１２ａ、１２ｂは１枚の鋼板を平面と前面と底面とからなる断面
略コの字状に成型したもので、その間に、中央基台１２ｃがある。これらの位置関係は、
一方向を向く基台１２ａとこの基台１２ａが向く方向と直交する方向に配置される基台１
２ｂと、両基台１２ａ、１２ｂ間に角を面取りした形状の中央基台１２ｃが配置されるこ
とになる。
　基台１２ａ、１２ｂの前面と底面との間の辺が全体として延長されて、突出辺２２とし
て形成される。これにより、水滴等が前面から底面をつたって建造物内に侵入することを
防ぐことができる。
【００２０】
　覆設用土台水切１を展開した状態は、図３、４に示すものであって、図３に対して図４
は裏側から示す。図３に示すように、基点１５ａ、１５ａから１５ｂ、１５ｂへの折りた
たみ線Ａ、Ａに沿って、手前側が基台１２ａで、奥側が基台１２ｂとなり、その間が中央
基台１２ｃとなる。
　なお、折りたたみ線Ａ、Ａは図面の説明のために便宜上、示すものである。
基台１２ａ、基台１２ｂと中央基台１２ｃの上面は１５ａ、１５ａを基点としてV字状に
各々切除され、切除部分１４、１４が形成されている。切除部分１４、１４の間に中央重
ねしろ１６が形成される。切除部分１４、１４の切り欠きの度合いは、後述のように、折
りたたみ時に基台１２ａ、１２ｂの両上面と中央重ねしろ１６とが、少なくとも一部分に
おいて重なり合う状態となる程度に切除部分を設けることが必要で、１５ａ、１５ａを基
点とする基台１２ａ、１２ｂ側の切除は、折り返し線Ａ、Ａに対して約２５ないし３５度
の切欠とすることが好ましい。
【００２１】
　中央重ねしろ１６は１５ａ、１５ａを基点として切除部分１４、１４が形成された間に
形成される。中央重ねしろは基台１２ａ、１２ｂの上面の奥行き長さとほぼ同じ長さを有
する。
　後述のように、折りたたみ時に基台の中央基台１２ｃの側面が覆設用土台水切１の角の
面取り部分となり、使用者や利用者の安全等を考慮した面取り部分としての機能を果たす
必要性がある。そこで、角が取れて接触した場合の安全性を担保する機能を発揮するため
、中央重ねしろ１６の幅、つまり基点１５ａ、１５ａ間距離は一定以上、全体長さが約30
0ｍｍであるのに対して10ｍｍ程度の重ねしろを設けることが必要である。
【００２２】
　基台１２ａ、１２ｂの上面の基点１５ａ、１５ａがある辺と反対側の辺から垂直方向へ
連続して立ち上がり面１３ａ、１３ｂを形成する。２つの立ち上がり面１３ａ、１３ｂの
うち立ち上がり面１３ａ側に係合重ねしろ１７が配置されている。もう一方の立ち上がり
面１３ｂ側に係止片１８が配置されている。
　係合重ねしろ１７は立ち上がり面１３ａのうち前記切除部分１４が設けられている内側
端縁に折り曲げた状態で配置され、係止片１８は重ねしろ１７の上端と係合させ得る高さ
のところに配置されている。これにより折りたたんだときに重ねしろ１７の上端と係止片
１８の下端とが係合する。
　係止片１８は立ち上がり面１３ｂの上端付近から突出する突出片として形成されている
。係止片１８は折り返し可能な片であり、係合重ねしろ１７と係合する下端に平坦な辺を
形成する。これにより、係合重ねしろ１７との係合が容易になり、立ち上がり面１２ａの
押し上げを止めて、組合わせ状態を保持することが可能になる。
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【００２３】
　図１は本実施例にかかる土台水切の基台１２ａ、１２ｂを折りたたんだ状態を示す。折
りたたみ方法は基台１２の図３に示す基点１５ａ、１５ａから基点１５ｂ、１５ｂまでの
折りたたみ線Ａ、Ａ（仮相線）を支点として基台１２ａ、１２ｂを、覆設用土台水切１が
直角になるように折りたたむ。この場合に、基台１２ｂの内方側上面に、中央重ねしろ１
６が上から重なり、その上から基台１２ａの内方側上面が重なるように折りたたむ。する
と、基台１２ｂの上面、中央重ねしろ１６、基台１２ａの上面が、少なくとも一部で３枚
重ねとなるように組合わせることができる。
　この構成で覆設用土台水切１を折りたたむことにより、折りたたみ線Ａ、Ａ間の中央基
台１２ｃの側面が、直角の土台水切を面取りをした状態となり、建造物に適用したとき角
張った土台水切に接触して怪我を負うことなどが防止され、安全な土台水切を提供するこ
とができる。
　また、基台１２ｂの上面、中央重ねしろ１６、基台１２ａの上面とが、少なくとも一部
で３枚重なるようにすることで角部分の強度が増し、折りたたみ時にリベット、釘等の取
付部材を使用することなく、面取りされた角部分を提供することができる。
【００２４】
　本実施例にかかる覆設用土台水切１を折りたたんだ状態では、図１に示すように、係合
重ねしろ１７と係止片１８による係合部材により折りたたみ状態を保持することができる
。つまり、係合重ねしろ１７を立ち上がり面１３ｂの表面に係合し、係止片１８を折り曲
げて立ち上がり面１３ａの表面に係合することにより、折りたたみ状態を保持することが
できる。しかも、本実施例にかかる覆設用土台水切１の角部分においては、基台１２ｂの
上面、中央重ねしろ１６、基台１２ａの上面とが、少なくとも一部で３枚重なっているの
で、最も上側に位置する基台１２ａ上面から連続する立ち上がり面１３ａに垂直方向へ押
し上げられる力が作用する。そこで、垂直方向へ押し上げられる立ち上がり部１３ａに配
置された係合重ねしろ１７の上端と係止片１８の下端とを係合することで、係止片１８に
より垂直方向への押し上げを止めることができ、同一高さの立ち上がり面１３ａ、１３ｂ
を有する覆設用土台水切１を提供することができる。
　なお、係合重ねしろ１７と係止片１８は他方の立ち上がり面１３ｂ、１３ａの表面に重
なり合い、組み合わせた状態から再び展開状態へと反発する力が作用するのを防止して組
み合わせた状態を維持することができる機能を有する。
【００２５】
　また、係止片１８は立ち上がり面の上辺を折り返す構成も考えられるが、折り返すとい
う製造上の工程が増えること、係合重ねしろ１７を挿入しなければならなくなり組合わせ
ることが容易でなくなる。本実施例にかかる係止片１８は突出した片を折り返して係合重
ねしろと組合せばよく、簡易な係合が可能になり、全体の組合わせが容易になるメリット
がある。
【００２６】
　図４に示すように、本実施例にかかる覆設用土台水切１の基台１２の底側は、基台１２
ａの底面、基台１２ｂの底面と底面重ねしろ２１とからなる。
基点１５ｂ、１５ｂから奥に向けて切り欠かれており、両切欠２０、２０間には底面重ね
しろ２１が配置されている。また、基台１２ｂの底面の一部を延長して、係合部２４が形
成されている。
　基台１２ａの底面は基点１５ｂまでを長辺、奥行き長さを短辺とする長方形状に形成さ
れている。一方、基台１２ｂの底面は基点１５ｂから奥行き長さを一定幅としたうえで、
前記切欠２０に向けて４５度の角度で切除されている切除部分１９を有している。
　この場合には、基台１２ｂの底面側を折りたたみ線Ａから折りたたんだとき、底面重ね
しろ２１の幅方向の中央線上に前記切除部分による基台１２ｂ底面の傾斜辺を位置させる
ことができ、底面重ねしろ２１と同方向になるので、意匠上好ましい折りたたみ形状とな
る。
　底面重ねしろ２１は基台上面の中央重ねしろ１６に対して短く形成されている。重ねし
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ろ１６に対して底面重ねしろ２１はおよそ３分の１程度の長さにするとよい。
【００２７】
　このように、一方の基台１２ａの底面を長方形状とし、もう一方の基台１２ｂの底面に
切除部分１９を形成し、底面重ねしろ２１を短くしたことで基台１２ａ、１２ｂの底面側
を折りたたんで組み合わせるのを簡単に行うことができる。
　すなわち、図５に示すように底面重ねしろ２１に基台１２ａの底面を重ね合わせ、その
うえに基台１２ｂの底面を重ね合わせる。すると、基台１２ａの底面は長方形状をしてい
るので底面重ねしろ２１を確実に押さえることができ、そのうえから大きな切除部分１９
を有する基台１２ｂの底面を重ね合わせることになるので、重ね合わせることが容易にな
り、なおかつ前述のように見栄えがよい底面を実現することができる。このようにして、
基台１２の底面側の重ね合わせを容易にすることが可能になる。
　また、図４に示すように、基台１２ａ、１２ｂの側面と底面との接続部分である辺の角
を丸めて突出辺２２とした場合には、使用時に底面の水分が底面を伝って建造物の内方に
浸入するのを防止することができる。
【００２８】
　また、図１に示すように、覆設用土台水切１の立ち上がり面１３ａ、１３ｂの上辺の一
部を延長したうえで折り返される係合部２３が形成されている。係合部２３と立ち上がり
面１３ａ、１３ｂとの間に被覆設用土台水切２の立ち上がり面３３ａを入れることで係合
する。この係合部２３は、両側方が開放されているので、覆設用土台水切１の被覆設用土
台水切２への覆設状態を保持することができるとともに、覆設用土台水切１と被覆設用土
台水切２とをスライドさせて伸縮自在とすることができる。
　また、図４に示すように、基台１２の底面１２ａ、１２ｂの奥側辺の一部にも上記の場
合と同様に係合部２４が形成されている。この係合部２４も、前記係合部２３と同じ形状
であり、被覆設用土台水切２の底面を係合するとともにスライドさせて伸縮自在とするこ
とができる。
【００２９】
　一方、図２に示す被覆設用土台水切２も、基本的には覆設用土台水切１と基本的には同
じ形状であり、基台３２ａ、３２ｂと立ち上がり面３３ａ、３３ｂとを有している。
　基台３２ａ、３２ｂを折りたたみ、覆設用土台水切１の場合と同様に角を面取りして、
少なくとも一部が３枚重ねとなるように組み合わせる。
【００３０】
　図２に示すように、被覆設用土台水切２の基台３２ａ、３２ｂは、覆設用土台水切１の
基台１２ａ、１２ｂに比して長手方向（矢印Ｂの方向）に長くなっている。これと同じく
、被覆設用土台水切２の立ち上がり面３３ａ、３３ｂも、覆設用土台水切１の立ち上がり
面１３ａ、１３ｂに比して長手方向（矢印Ｂの方向）に長くなっている。これは、覆設用
土台水切１に被覆設用土台水切２が重ね合わせるように組み合わされた上で、スライドさ
せて伸縮自在とするための伸びしろとするためである。
　具体的には、覆設用土台水切１の基台１２ａ、１２ｂと立ち上がり面１３ａ、１３ｂに
比して、被覆設用土台水切２の基台３２ａ、３２ｂと立ち上がり面３３ａ、３３ｂが例え
ば１．２倍程度の長さとすることができるが、この長さのみに限定されるものではない。
より具体的には、覆設用土台水切１の基台１２ａ、１２ｂの水平方向の長さが例えば１１
９ｍｍであれば、被覆設用土台水切２の基台３２ａ、３２ｂの長さを例えば１４３ｍｍと
すると、組み合わせた場合の強度上、一定の重なりしろが必要となるので、実質上１０５
ないし１５０ｍｍの伸縮範囲がとしておくのが望ましい。
【００３１】
　また、被覆設用土台水切２の基台３２ａ、３２ｂの前面４７ａ、４７ｂは、覆設用土台
水切１の基台１２の前面２７ａ、２７ｂに比して垂直方向に短くなっている。これは、両
者が全く同じ大きさであれば重ね合わせることができないので、被覆設用土台水切２の基
台３２ａ、３２ｂの前面４７ａ、４７ｂを垂直方向に短くすることで、断面コの字上の基
台１２、３２を組み合わせ得るように調節したものである。
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　具体的には、覆設用土台水切１、被覆設用土台水切２に厚みが例えば約０．５ｍｍの鋼
板を使用したとすると、被覆設用土台水切２の基台３２ａ、３２ｂの前面４７ａ、４７ｂ
は垂直方向に約１ｍｍ短くしている。
【００３２】
　また、被覆設用土台水切２の立ち上がり面３３ａ、３３ｂの垂直方向の高さは、覆設用
土台水切１の立ち上がり面１３ａ、１３ｂの垂直方向の高さより高く形成されており、組
み合わせたときに被覆設用土台水切２の立ち上がり面３３ａ、３３ｂと覆設用土台水切１
の立ち上がり面１３ａ、１３ｂとが同じ高さとなるようにしてある。
　これは、被覆設用土台水切２の基台３２の前面４７が垂直方向に短く形成されているこ
とで、重ね合わせて組み合わせたとき、同じ高さであれば被覆設用土台水切２の立ち上が
り面３３ａ、３３ｂが低くなり見栄えが悪くなるので同一高さとなるようにしてある。
【００３３】
　本実施例に係る組み合わせ土台水切の使用方法について説明する。
　図６に示すように、被覆設用土台水切２に覆設用土台水切１を矢印Ｃの方向へ重ね合わ
せるように組み合わせて覆設する。この場合において、覆設用土台水切１の係合部２３、
２４に、被覆設用土台水切２の立ち上がり面３３ａの端縁部、基台３２ａの底面の奥端縁
部を係合させる。図6では係合部２３、２４が折り返されておらず、両者を組み合わせて
から折り返す場合が示されているが、あらかじめ折り返していてもよい。
　これにより、図７に示すように、長手方向に長く形成された被覆設用土台水切２の基台
３２ａ、立ち上がり面３３ａ、３３ｂの分だけ、両者の係合が外れない限り、矢印Ｄの方
向にスライドさせて伸縮自在とすることができる。
　かくして、２つのコーナーに取り付けられる２コーナー用の土台水切となり、柱などの
設計に柔軟に対応できる伸縮自在の２コーナー用組み合わせ土台水切とすることができる
。
【００３４】
　また、図８、９には、覆設用土台水切１と被覆設用土台水切２とを組み合わせた２コー
ナー用組み合わせ土台水切３と、それと全く同じ２コーナー用組み合わせ土台水切３とを
、組み合わせる場合が例示されており、両組み合わせ土台水切３、３を組み合わせること
により４コーナー用の土台水切とすることができる。
　図８に示すように、同じ形状の２つの２コーナー用組み合わせ土台水切３、３を対向さ
せると、１方の２コーナー用組み合わせ土台水切３の覆設用土台水切１ともう１方の２コ
ーナー用組み合わせ土台水切３の被覆設用土台水切２とが、そして１方の２コーナー用組
み合わせ土台水切３の被覆設用土台水切２ともう１方の２コーナー用組み合わせ土台水切
３の覆設用土台水切１とが対向することになり、矢印Ｅの方向に重ね合わせ、それぞれを
組み合わせて覆設する。
　この場合、２コーナー用組み合わせ土台水切３を組み合わせる場合のように係合部２３
、２４は、配設されていない。これは、２コーナー用組み合わせ土台水切が出荷時に既に
組み合わせてあるから、その状態を保持する必要があるが、４コーナー用組み合わせ土台
水切は施工者が現場で組み合わせるものであり、簡単に組み合わすことができるようにす
るためである。
　なお、４コーナー用組み合わせ土台水切の場合にも、同じく係合部を配設して、被覆設
用土台水切２の立ち上がり面３３ａ、３３ｂ、基台３２の底面に対して、側方からスライ
ドさせて係合させてもよい。
　かくして、図９に示すように、４コーナーに対して取り付けることができる組み合わせ
土台水切とすることができ、柱等４つのコーナー間の長さに柔軟に対応させ得るように、
矢印Ｆの方向に伸縮自在とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の２コーナー用組み合わせ土台水切に使用する覆設用土台水切を示す斜視
図である。
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【図２】本発明の２コーナー用組み合わせ土台水切に使用する被覆設用土台水切を示す斜
視図である。
【図３】本発明の２コーナー用組み合わせ土台水切に使用する覆設用土台水切の一部が成
型され、他の部分を展開した状態で示す斜視図である。
【図４】図３に示す覆設用土台水切を折りたたんで組合わせた状態を示す斜視図である。
【図５】覆設用土台水切の折りたたんで組み合わせた状態であって、その底面を示す斜視
図である。
【図６】覆設用土台水切と被覆設用土台水切とを組み合わせて覆設する状態を示す斜視図
である。
【図７】覆設用土台水切と被覆設用土台水切とを組み合わせて覆設し、２コーナー用組み
合わせ土台水切としたことを示す斜視図である。
【図８】図７に示す２つの２コーナー用組み合わせ土台水切を組み合わせて覆設する状態
を示す斜視図である。
【図９】２つの２コーナー用組み合わせ土台水切を組み合わせて覆設し、４コーナー用組
み合わせ土台水切としたことを示す斜視図である。
【図１０】土台水切を建造物に取り付ける状態を示す斜視図である。
【図１１】２コーナーに用いられる土台水切の従来例を示す正面図である。
【図１２】２コーナーに用いられる土台水切の第２の従来例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００３６】
１…覆設用土台水切
２…被覆設用土台水切
３…２コーナー用組み合わせ土台水切
１２ａ…基台
１２ｂ…基台
１２ｃ…中央基台
１３ａ…立ち上がり面
１３ｂ…立ち上がり面
１４…切除部分
１５ａ…基点
１５ｂ…基点
１６…中央重ねしろ
１７…係合重ねしろ
１８ａ…係止片
１８ｂ…係止片
１９…切除部分
２０…切欠
２１…底面重ねしろ
２２…突出辺
２３…係合部
２４…係合部
２７ａ…前面
２７ｂ…前面
３２…基台
３２ａ…基台
３２ｂ…基台
３３ａ…立ち上がり面
３３ｂ…立ち上がり面
４７ａ…前面
４７ｂ…前面
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１０１…土台水切
１０２…水切本体
１０３…土台
１０４…重ねしろ部分
２０１…土台水切
２０２…土台水切
２０３…１コーナー用土台水切
２０４…つなぎあわせ部材
Ａ…折りたたみ線
Ｂ…長手方向
Ｃ…組み合わせ線
Ｄ…スライド方向
Ｅ…組み合わせ線
Ｆ…スライド方向
Ｚ…嵌め合わせ線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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